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In brief 

近時、日本を含む世界各国において、ESG/サステナビリティに関する議論が活発化する中、各国政府や関係諸

機関において、ESG/サステナビリティに関連する法規制やソフト・ローの制定又は制定の準備が急速に進めら

れています。企業をはじめ様々なステークホルダーにおいてこのような法規制やソフト・ロー（さらにはソフト・ロー

に至らない議論の状況を含みます。）をタイムリーに把握し、理解しておくことは、サステナビリティ経営を実現す

るために必要不可欠であるといえます。当法人の ESG/サステナビリティ関連法務ニュースレターでは、このよう

なサステナビリティ経営の実現に資するべく、ESG/サステナビリティに関連する最新の法務上のトピックスをタイ

ムリーに取り上げ、その内容の要点を簡潔に説明して参ります。 

2026 年 3 月 31 日、中国の国務院が「国务院关于产业链供应链安全的规定（国務院における産業チェーン・サ

プライチェーン安全に関する規定）」（中華人民共和国国務院令第 834 号）（以下「本規定」といいます。）を公布

し、同日付で施行されました 1。本規定は、産業チェーン・サプライチェーンの安全・安定に関して多岐にわたる事

項を定めていますが、以下の点は、CSDDD を含む各国法令等の下で、人権デュー・ディリジェンスに取り組む

日本企業に影響を及ぼすと考えられますので、本稿では、以下の点を中心に本規定の概要を説明します。 

• 産業チェーン・サプライチェーンに関する調査その他の情報収集活動に対して中国当局による措置が講じ

られること（第 13 条） 

• 外国国家・地域及び国際組織が、中国の産業チェーン・サプライチェーン分野における差別的禁止・制限そ

の他類似措置を行った場合に、中国当局が調査及び制裁・対抗措置を講じることができること（第 14 条） 

• 外国の組織又は個人が中国の公民・組織との取引を停止したこと等によって産業チェーン・サプライチェー

ンに対して損害・脅威を与えた場合、調査が実施され、調査結果次第では投資制限、中国の組織・個人と

の取引制限、中国での就労・滞在制限、入国禁止等の重大な制裁措置を講じることができること（第 15条） 

 

 
1  本規定の法律原文の URL は以下の通りです。https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7064837.htm 

https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7064837.htm


In detail 
 
1. 本規定制定の背景 

中国には、産業チェーン・サプライチェーンの安全に関して特化して定めた法律は存在していませんでしたが、

近年、中国当局は、産業チェーン・サプライチェーンに関して違法な情報収集活動が行われていたことなどを問

題視してきました 23。かかる状況の中、産業チェーン・サプライチェーンの安全リスクを防止し、レジリエンス及び

安全水準を向上させ、経済社会の安定及び国家安全を維持することを目的として（本規定第 1 条）、本規定が制

定されました。 

2. 本規定の概要 

本規定は産業チェーン・サプライチェーンに関する全 18 条の条文からなる規定であり、その主な内容は以下の

とおりです。中国当局は本規定の策定方針の 1つとして、産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なう行為や

措置に対して調査制度、反制裁措置、および域外適用を明確にすることを挙げており 4、かかる策定方針を反映

した規定（第 13 条乃至第 16 条）を定めています。 

規定の要旨 本規定の対応条文 
産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する業務を担う体制 

 国務院の各部門が、相互協力の下、産業サプライチェーンの安

全業務を担う 

 省・自治区・直轄市人民政府も、行政区域に関係する産業チェ

ーン・サプライチェーン安全業務を担う等 

第 3 条 

  
重要分野リストの策定及び重要分野における産業チェーン・サプライ

チェーンの安全・安定を確保するための措置 

 重要分野の産業チェーン・サプライチェーンに関する情報共有

の推進、業界・企業間の連携 

 重要分野の産業チェーン・サプライチェーンに対する国家による

監視・警報制度の構築 

 重要分野における備蓄の推進及び技術・設備・製品の研究開

発の強化によるリスク耐性の向上 

 重要分野における産業チェーン・サプライチェーン安全緊急管

理制度の構築及び緊急措置 

 重要分野の科学技術研究及び核心技術開発の支援並びに科

学技術成果の実用化等 

第 7 条～第 12 条 

 
2  司法部担当者の質疑応答（https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zcjd/202604/t20260407_533568.html）参照。 
3  中国国営メディアである新華社通信の記事によれば、2023 年に、広東州深圳でサプライチェーンのリスク評価を行うコンサルティン

グ企業が海外 NGO と協力して新疆地域の調査を実施したことを理由に広東省から処分を受けた事例があるようです

（https://web.archive.org/web/20230428224420/http:/www.news.cn/legal/2023-04/14/c_1129522442.htm）。 
4  前掲注 2 参照。 

https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zcjd/202604/t20260407_533568.html
https://web.archive.org/web/20230428224420/http:/www.news.cn/legal/2023-04/14/c_1129522442.htm


産業チェーン・サプライチェーンに対する調査への措置、差別的禁

止・制限及び取引中断等に対する対抗措置及び制裁 

 中国国内における産業チェーン・サプライチェーン関連の調査・

情報収集活動に対する関係部門による措置 

 外国の国家・地域及び国際組織による、中国の産業チェーン・

サプライチェーンにおける差別的禁止・制限等に対する対抗・制

裁措置 

 外国組織・個人による、中国公民・組織との取引中断、差別的

措置等に関する対抗・制裁措置 

 対抗・制裁措置違反による重大な制裁等 

第 13 条～第 16 条 

 

以下では、人権デュー・ディリジェンスを含むサプライチェーン関連調査の実務に影響を与え得る本規定第 13
条乃至第 16 条の概要を説明いたします。 

 

3. 人権デュー・ディリジェンスやサプライチェーン関連調査の実務に影響を与え得る条項 

(1) 中国国内における 産業チェーン・サプライチェーン関連の情報収集活動に対する措置（第 13 条） 
本規定第 13 条は、組織又は個人が、中国の法律・行政法規・部門規則及び国家規定に違反して、中国

国内で産業チェーン・サプライチェーン関連の調査その他情報収集活動を行った場合、関係部門が相応

の措置を講じる旨を規定しています。 
本稿執筆時点 5では本規定に関する解釈を示したガイドラインが公表されていないため、詳細は明らかで

はありませんが、文言上は、対象となる組織又は個人に限定が付されていないため、日本企業を含む外

国企業及びこれらの外国企業が支配する子会社も適用対象とされています。しかし、本条の文言は広範

であり、具体的にいかなる中国の法令等に違反した場合に措置の対象になるのかという点が必ずしも明

らかではありません。そのため、今後のガイドラインの公表や中国当局による執行状況等を注視する必

要があります。 
(2) 外国の国家・地域及び国際組織による差別的禁止・制限等に対する対抗・制裁措置（第 14 条） 

(a) 外国の国家・地域及び国際組織による差別的禁止・制限その他類似措置 

本規定第 14 条は、外国の国家・地域及び国際組織が、国際法及び国際関係基本原則に違反し、中

国に対して産業チェーン・サプライチェーン分野における差別的禁止・制限その他類似措置を講じ、中

国の産業チェーン・サプライチェーンの安全を損なう行為を実施し又は実施を支援した場合、国務院の

関係部門によって、後記(b)に定める措置が執られる旨を定めています。 

本条についても、文言が広範であるため、国際法及び国際関係基本原則の範囲に関する解釈、差別

的禁止・制限その他類似措置の内容等について、今後の中国当局の動向を注視する必要があります。 

(b) 国務院関係部門による対抗・制裁措置 

本条は、前記(a)に定める行為に対して、国務院の関係部門が以下の措置を執ることができる旨を定

めています。 

 産業チェーン・サプライチェーン安全調査の実施 
 

5 2026 年 6 月。 

 



 貨物・技術輸出入または国際サービス貿易の禁止・制限、特別費用徴収等の措置 
 前記(a)に定める行為の制定・決定・実施に直接又は間接に関与した組織・個人を対象とした反制

裁（対抗）リストへの掲載及び反制裁措置 
 

(3) 外国の組織・個人による取引中断、差別的措置等に対する対抗・制裁措置（第 15 条） 
(a) 外国の組織・個人による取引中断、差別的措置等 

本規定第 15 条は、外国の組織又は個人が、正常な市場取引原則に違反して、中国公民・組織との正

常取引を中断し、差別的措置その他行為を実施し、中国の産業チェーン・サプライチェーン安全に実質

的損害又はその脅威を与えた場合、国務院の関係部門によって、後記(b)に定める措置が執られる旨

を定めています。 

本条は、日本企業を含む外国企業の行為を対抗・制裁措置の対象とする旨を明示的に規定しており、

日本企業が特に注意を要する規定であるといえます。しかし、本条についても、具体的にいかなる場

合に正常な市場取引原則に違反したと評価されるのか、いかなる行為が差別的措置その他行為に該

当するのか等が不明確であり、今後の中国当局の動向を注視し、本条に抵触すると判断される行為

の具体例や傾向を分析することが重要であると考えられます。 

(b) 国務院関係部門による対抗・制裁措置 

本条は、前記(a)に定める行為に対して、国務院の関係部門が以下の措置を執ることができる旨を定

めています。 

 産業チェーン・サプライチェーン安全調査の実施（関係当事者への質問、関連文書・資料の閲覧

又は複製その他必要措置） 
 中国関連輸出入活動への従事禁止又は制限 
 中国国内における投資の禁止又は制限 
 中国国内組織・個人との取引・協力等の活動の禁止又は制限 
 関係人員及び交通輸送手段等の入国禁止又は制限 
 関係者の中国国内での就労・滞在・居留資格の取消又は制限等の措置 

本条には、外国の組織又は個人が実質支配又は設立・運営に関与する組織に対してもかかる措置を

適用できる旨が明記されているため、外国企業が中国子会社・関連会社を有している場合において、

当該外国企業が上記措置を受けるときは、その中国子会社・関連会社にも影響が及ぶ可能性がある

点に留意が必要です。 

(4) 中国国内の組織・個人の措置遵守義務（第 16 条） 
本規定第 16 条は、中国領域内の組織又は個人が本規定第 14 条及び同第 15 条に基づきなされた措

置を遵守する義務がある旨を定めており、これに違反した場合には、以下の措置が執られる旨を定めて

います。 

 政府調達、入札・応札、関連貨物・技術の輸出入、国際サービス貿易活動への従事の禁止又は

制限 
 国外からのデータ・個人情報の受領又は国外への提供禁止・制限 
 出国、中国国内の滞在・居住等の禁止又は制限 

 

 



The takeaway 

人権デュー・ディリジェンスにおいては、サプライチェーン上の人権リスクを特定し、評価する必要があるところ、

かかる人権リスクの特定・評価のため、国内外の取引先及びサプライヤーに対して質問票の配布、インタビュー、

現地実査等が一般的な実務慣行として行われています。また、サプライチェーン上のリスクを特定・評価した結

果、人権リスクが高く是正が困難である場合には、ラストリゾートとして取引先との関係を解消するという方針を

採っている日本企業は少なくないと思われます。この点、本規定はこれらの実務慣行に影響を及ぼす可能性が

ある重要な法律といえますが、現状は、前記のとおり本規定の適用対象及び適用要件等に係る解釈・運用が必

ずしも明確ではないため、日本企業に対する影響は未知数です。 

そのため、グローバルなネットワークを有する専門家の援助を受けることによって、中国当局による本規定の運

用状況等を継続的に注視して本規定の適用傾向を分析し、慎重を期しながら、人権デュー・ディリジェンスを含

むサプライチェーン調査を実施していくことが重要であると考えられます。 
 

Let’s talk 

SDGs や ESG に関する取り組みが世界的に広がっています。PwC 弁護士法人は、企業及び社会が抱える

ESG に関する重要な課題を解決し、持続的な成長・発展につなげるサステナビリティ経営の実現を目指すた

めのさまざまなアジェンダについて、PwC Japan グループやグローバルネットワークと密接に連携しながら、

特に法的な観点から戦略的な助言を提供するとともに、その実行や事後対応をサポートします。 
PwC 弁護士法人の主な支援業務は、①ビジネスと人権への取り組みに関する法的支援、②サステナビリティ

経営を実現するためのビジネスモデルの再構築、③サステナビリティ経営のためのコンプライアンス体制の設

計・運用、④サステナブルファイナンスに関する法的支援、⑤その他 ESG 関連の法的助言／争訟の支援で

すが、これらに限らず企業や社会のニーズに応じた効果的・効率的な法務サービスを提供します。 
PwC Japan グループは、サステナビリティに関連した戦略から新規ビジネス創出、オペレーション、トランスフ

ォーメーション、リスク対応、開示・エンゲージメントといった幅広い経営アジェンダを包括的に支援しています 
（https://www.pwc.com/jp/ja/services/sustainability.html ）。 
より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては、当法人の貴社担当者もしくは下記までお問い

合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.pwc.com/jp/ja/services/sustainability.html


PwC 弁護士法人 
第一東京弁護士会所属 
 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-1 大手町パークビルディング 
電話 : 03-6212-8001 
Email: jp_tax_legal-mbx@pwc.com 
www.pwc.com/jp/legal 
 
 PwC ネットワークは、世界 100 カ国以上の拠点に約 4,000 名以上の弁護士を擁しており、幅広いリーガ

ルサービスを提供しています。PwC弁護士法人も、グローバルネットワークを有効に活用した法務サービ

スを提供し、PwC Japan グループ全体のクライアントのニーズに応えていきます。 
 PwC Japan グループは、PwC ネットワークの各法人が提供するコンサルティング、会計監査、および税

務などの業務とともに、PwC 弁護士法人から法務サービスを企業のみなさまに提供します。 
 
ESG/サステナビリティ関連法務チーム 
パートナー 
弁護士・公認会計士 
北村 導人 
michito.kitamura@pwc.com 

パートナー 
弁護士・ニューヨーク州弁護士 
山田 裕貴 
hiroki.yamada@pwc.com 

パートナー 
弁護士 
小林 裕輔 
yusuke.y.kobayashi@pwc.com 

パートナー 
弁護士 
日比 慎 
makoto.hibi@pwc.com 
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